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デジタル・ペイメントの広範な普及は、金融サービスへのアクセス向上、

非効率性の低減、コストの低下を通じて、既存の決済システムの課題に対

処できる潜在性を有する。他方で、関連する課題やリスク、例えば金融の

安定性、消費者保護、プライバシー、課税、サイバーセキュリティ、オペ

レーションの頑健性、マネーロンダリング、テロ資金供与及び拡散金融、

市場の健全性、ガバナンス、法的確実性などに対処するため、決済サービ

スは適切に監督・規制されるべきである。  

 

公的部門は、法定通貨の供給、独立した金融政策の実施、規制・監督上

の役割を通じ、決済システムの安全性・効率性、金融の安定性、マクロ経

済目標の達成を確保する上で必要不可欠な役割を果たしている。G7 当局

の多くが、中央銀行デジタル通貨（CBDCs）に関連する機会とリスクを探

求しているのは、こうした文脈においてである。国内決済システム及び国

際通貨システムの安定性への信認は、透明性、法の支配、健全な経済ガバ

ナンスに対する、公的部門の信頼ある長年のコミットメントによって支

えられている。我々は、決済システム内の既存の課題に対処し、継続的に

改善を行っていくことにコミットしている。 

 

G7は、FSB、FATF、CPMIやその他の基準設定主体による、デジタル・ペ

イメントに関連するリスクを分析し適切な政策対応を決定する作業を、

引き続き支持する。特に、G7 は、クロスボーダー決済の効率性を高め、

グローバル・ステーブルコイン及びその他の類似の取組から生じる規制

上及び公共政策上の課題に対処するとの G20 のアジェンダの重要性を強

調する。G7 は、いかなるグローバル・ステーブルコインのプロジェクト

も、適切な設計と適用基準の遵守を通じて法律・規制・監督上の要件に十

分に対応するまではサービスを開始すべきではないとの立場を、引き続

き維持する。 

 

最後に、G7 は、ランサムウェアによる攻撃の脅威が増していることを

懸念している。特に、新型コロナウイルスのパンデミックの中で、悪意あ

る主体が重要なセクターを標的としている。しばしば暗号資産による支

払を伴うこうした攻撃は、社会に不可欠な機能、ひいては我々皆の安全・

繁栄を危うくする。我々は、共にそして各々でこの脅威と戦う決意を確認

する。 


